
 

令和４年 第４回美里町農業委員会総会会議録 

 

１．開 催 期 日   令和４年４月２５日 

２．開 催 場 所   美里町役場２０１会議室 

３．開催時刻及び宣告者  午後 １時３０分 会長 

４．閉会時刻及び宣言者  午後 ３時４５分 会長代理 

５．議 長  会長 根岸 茂登雄 

６．委 員 出 席 状 況 

議席番号 農業委員氏名 出欠席 議席番号 
農地利用最適推進委員

氏 名 
出欠席 

 １  関根 尚子 出席 東児玉１  井上  彰 出席 

 ２ 塚田 あつ子 〃  〃 ２ 井上  進 欠席 

 ３ 深田 敏男 〃  〃 ３ 岡部 順一 出席 

 ４ 長谷川 雄二 〃  〃 ４ 萩原 良三 〃 

 ５  飯野 泰司 〃 松久 １ 小暮 義昭 〃 

 ６  中沢 秀樹 〃  〃 ２ 田端 益隆 〃 

 ７         中島  勝 〃  〃 ３ 德世 久美子 〃 

 ８  坂本 典穗 〃  〃 ４ 播摩 卓也 〃 

 ９ 中沢 健太郎 〃 大沢 １ 阿武 富士子 〃 

１０  根岸 茂登雄 〃  〃 ２ 栗原 裕 〃 

１１  中嶋 敬子 〃  〃 ３ 根岸 上 〃 

農業委員会委員     出席：１１名  欠席：０名  計：１１名 

農地利用最適化推進委員 出席：１０名  欠席：１名  計：１１名 

７．会 議 参 与 者  なし 

８．事務局職員出席者  丸山 保  堀内 匠  上田 禎礎 

９．会 議 進 行 状 況 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆さんこんにちは。時間になりましたので、はじめさせていただきます。ただ

いまの出席数は農業委員１１人、農地利用最適化推進委員１０人です。農業委員

の過半数に達しましたので、これより農業委員会総会第４回会議を開きます。 

 会議規則第１３条第２項の規定により、議事録署名人に７番委員並びに８番委

員を指名いたします。 

 会議規則第４条の規定により、議長を務めさせていただきます。これより、議

事に入ります。 

 

 第１号議案 営農型太陽光関連の農地法第３、５条の規定による許可申請案件

について、事務局より説明をお願いいたします。 



 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

営農型太陽光関連３、５条について説明いたします。 

今回の申請は、令和元年５月２１日に３年間の一時転用許可を受けた通称第６期 

の１回目の更新申請になります。 

当時、３条で榊栽培のため土地の賃貸借権２０年、上空にパネル設置のための 

地上権３年、太陽光パネル設置のため柱部分の５条一時転用３年の許可を受けま

した。 

３条の地上権、５条の一時転用期間が５月２０日で満了することから申請とな 

りました。 

３ページをご覧ください。地上権になります。 

借人 大字○○△△△番地△ ○○○○○○○株式会社 代表取締役 ○○ 

○○ 貸人 ○○ ○○ 土地の所在 別紙のとおり 畑 ７筆 ８,４１６㎡ 

権利内容 地上権 ３年間 理由 太陽光設備の設置のため 農業者年金 無 

借受地 ８，４１６㎡ 位置 別紙のとおり 

次ページをご覧ください。柱部分の一時転用になります。借人、貸人、土地の 

所在は３条と同じです。 

面積 ７筆 ８，４１６㎡の内２．０３５８㎡ 柱部分のみ 転用目的 一時転 

用 営農型太陽光発電施設 権利内容 賃貸借権 ３年間 申請内容 職業  

再生エネルギー関連事業新設 発電出力 ３５７．１ｋｗ パネル合計出力 ４ 

３２．０ｋｗ 取得状況 別紙のとおり 仮登記 抵当権 無 位置 別紙のと 

おり  

次ページをご覧ください。申請地等の一覧になります。 

番号１ 土地の所在 大字○○字○○△△△番 次ページ位置図をご覧くだ

さい。 

赤字の１番になります。次ページ別紙１をご覧ください。こちらで発電出力７０ 

ｋｗを発電しています。 

５ページに戻りください。 

番号２ 大字○○△△△△番 ６ページ位置図２を確認いただき８ページ別紙 

２をご覧ください。 

５ページに戻りください。 

番号３ 大字○○△△番△ ６ページ位置図３を確認いただき９ページ別紙３ 

をご覧ください。 

５ページに戻りください。 

番号４ 大字○○△△△番 ６ページ位置図４を確認いただき１０ページ別紙 

４をご覧ください 

５ページに戻りください。 

番号５ 大字○○△△△番△ ６ページ位置図５を確認いただき１１ページ別 

紙５をご覧ください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

推進委員 

大沢２番 

 

 

議 長 

 

 

事務局 

 

    

 

推進委員 

大沢２番 

 

 

 

議 長 

 

 

事務局 

 

 

５ページに戻りください。 

番号６、７ 大字○○△△△番△、△△△番 ６ページ位置図６、７を確認いた 

だき１２ページ別紙６、７をご覧ください。 

許可要件は適切な営農が行われているかどうかになります。 

申請地では令和元年５月に営農型太陽光発電許可を受け、工事完了後に榊を植 

え付けていることから、定植後約２年経過しています。 

榊については定植後４年目から収穫できるとのことで、現在までに収穫はないと 

のことです。生育状況については、年１回２月下旬に農作物の状況報告を提出す 

ることとなっており、この報告で、知見を有する者から順調に生育中とのコメン 

トがございました。 

 ３ページにお戻りください。ご審議お願いいたします。 

 

 

 営農型太陽光関連農地法第３、５条について審議いたします。推進委員の方で

意見がある方は挙手をお願いいたします。大沢２番。 

 

 

 令和元年に許可を出したときに太陽光発電の設備の撤去や廃棄処分に関する

計画などはあるのですか。 

 

 

 事務局より説明をお願いいたします。 

 

 

 計画ではないのですが、撤去費用を見込んでいることという条件がありますの

で、通帳の残高等の証明と業者見積りを添付して提出しております。 

 

 

 ２０年後は太陽光パネルの廃棄が多く、撤去したくてもできないことが想定さ

れます。申請の時には、どの業者がどういう方法で撤去し廃棄処分するのかとい

うことを聞いていただきたい。 

 

 

 事務局より説明をお願いいたします。 

 

 

 ただ、参考に教えていただける範囲で聞いておきます。 

 

 



議 長 

 

 

推進委員 

松久１番 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

６番委員 

 

 

 

 

議 長 

 

 

２番委員 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 他の推進委員の方で意見がありましたら挙手をお願いいたします。松久１番。 

 

 

 現地確認しましたが、収穫できそうな榊もあり、順調に育っていると思います。 

 

 

 その他の推進委員の方で意見がありましたら挙手をお願いいたします。ないよ

うですので次に移ります。 

 

 

 次に農業委員の方で質問がありましたら挙手をお願いいたします。６番委員。 

 

 

 今回の更新申請で、榊の栽培も順調とのことで、撤去費用のことなどは心配で

すが、国も太陽光発電を推進しておりますので、今回は許可にしてよいと私は思

います。 

 

 

 その他農業委員の方で質問がありましたら挙手をお願いいたします。２番委員 

 

 

 先ほど推進委員の大沢２番の意見に対して確認するということですが、確認で

きたら情報共有してください。 

 

 

 事務局は確認できたら情報共有をお願いいたします。 

 

 

 その他農業委員の方で質問がありましたら挙手をお願いいたします。 

 

 

 質問がないようですから、採決したいと思います。営農型太陽光関連３、５条

について、許可相当と思われる農業委員の方の挙手を求めます。 

 

 

 （農業委員全員挙手） 

 

 

 賛成全員につき、許可相当と決定します。 



 

 

 

 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

４番委員 

 

 

 

 

 

 営農型太陽光関連３、５条について審議が終わりましたので事務局長より審議

結果の確認をお願いします。 

 

 

 営農型太陽光関連の農地法３条につきましては許可、５条についても許可相当

と議決されました。 

 

 

 

 第２号議案 農地法第５条を議題といたします。５条の番号１について、事務

局より説明をお願いします。 

 

 

受人 大字○○○△△△△番地△ ○○ ○○ 渡人 大字○△△△番地 ○ 

○○ 土地の所在 大字○字○○△△△番△ 畑 １筆 ４８４㎡ 自己用住

宅 権利内容 所有権 申請内容 職業 大工職 新設 １棟 １０１．８５㎡ 

２階建て 取得状況 昭和６１年１２月４日 土地改良法による換地処分 仮

登記 抵当権 無 位置 第１種農地 農用地区域外 宅地から５ｍ  

１６ページをご覧ください。場所は大字○字○○地内の農地になります。 

次ページをご覧ください。左が公図、右が配置図になります。 

受人は両親と妻、子供３人で同居し、父親の営む建築業に従事しているが、子

供も大きくなり手狭となることから、実家近くの申請地に自己用住宅の建設計画

を立てたとのことです。計画敷地は１種農地で転用面積は４８４㎡となります

が、１種の例外規定に集落接続の一般住宅であれば許可要件に該当します。 

道路接続については、申請地北と東側に５ｍの町道があり、東側道路から水道、

北側道路へ排水を接続するとのことです。建物は新築１棟２階建てで建築面積は

１０１．８５㎡の予定です。 

１４ページにお戻りください。ご審議をお願いいたします。 

 

 

５条の番号１を審議いたします。農業委員４番より補足説明をお願いします。 

 

 

 先日現地を確認いたしました。現地には麦が栽培されておりました。特に問題

はないと思います。ご審議をよろしくお願いします。 

 

 



議 長 

 

 

推進委員 

東児玉４番 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 次に、推進委員東児玉４番より、意見がありましたらお願いいたします。 

 

 

 現地を確認いたしました。特に問題ないと思います。ご審議お願いいたします。 

 

 

その他の推進委員の方で、意見はありましたら挙手をお願いいたします。意見

がないようですから、次に移ります。 

 

 

他に、農業委員の方から質問がありましたら挙手をお願いいたします。  

 

 

 質問がないようですから、採決したいと思います。５条の番号１について、許

可相当と思われる農業委員の方の挙手を求めます。 

 

 

 （農業委員全員挙手） 

 

 

 賛成全員につき、許可相当と決定します。 

 

 

 続きまして、５条の番号２について事務局より説明をお願いいたします。 

 

 

 受人 ○○市○○町△丁目△△番地△△ ○○○○○○△△△ ○○ ○○  

渡人 大字○○○△△△番地△ ○○ ○○ 土地の所在 大字○○○○○△△

△番△ 畑 １筆 ３２９㎡ 自己用住宅 権利内容 使用貸借権 ３０年間 

申請内容 職業 会社員 新設 １棟 １０８．４８㎡ １階建て 取得状況 

平成１７年３月１３日 相続 仮登記 抵当権 無 位置 第１種農地 農用

地区域外 宅地から５ｍ 令和３年１２月２７日 農用地から除外 申請地は

令和３年８月２５日、除外にあたり農業委員会へ意見照会があった内容となりま

す。 

１８ページをご覧ください。場所は大字○○○字○○○地内の農地になりま

す。 

次ページをご覧ください。左が公図、右が配置図になります。 

受人は隣町の借家に妻と子供の３人で暮らしています。子育てや今後のことを考

えると借家では手狭なため、戸建てを計画したが条件にあう土地がなかなか見つ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

１番委員 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

からなかったとのことです。そこで母に相談したところ、申請地の利用を進めら

れ、実家まで徒歩で３分と近く、生まれ育った地域でもあることから住宅の計画

をしたとのことです。 

計画敷地は１種農地で転用面積は３２９㎡となりますが、１種の例外規定に集落

接続の一般住宅であれば許可要件に該当します。 

道路接続については、申請地西側に５．４ｍの町道があり、そこから水道と排水

を接続するとのことです。 

建物は新築１棟１階建てで建築面積は１０８．４８㎡の予定です。 

１４ページにお戻りください。ご審議をお願いいたします。 

 

 

５条の番号２を審議いたします。農業委員１番より補足説明をお願いします。 

 

 

 先日申請者から連絡ありました。こちらは息子が家を建てるとのことなので特

に問題はないと思います。ご審議をよろしくお願いします。 

 

 

その他の推進委員の方で、意見はありましたら挙手をお願いいたします。意見

がないようですから、次に移ります。 

 

 

他に、農業委員の方から質問がありましたら挙手をお願いいたします。  

 

 

 質問がないようですから、採決したいと思います。５条の番号２について、許

可相当と思われる農業委員の方の挙手を求めます。 

 

 

 （農業委員全員挙手） 

 

 

 賛成全員につき、許可相当と決定します。 

 

 

 続きまして、５条の番号３について事務局より説明をお願いいたします。 

 

 

 受人 ○○市○○町○○△△△△番地△ ○○○○○○△△△ ○○ ○○  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

５番委員 

 

 

 

議 長 

 

 

推進委員 

松久１番 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

渡人 大字○○△△△番地 ○○ ○○ 土地の所在 大字○○字○○△△△ 

番△ 畑 １筆 ４４５㎡ 自己用住宅 権利内容 使用貸借権 ３０年間  

申請内容 職業 会社員 新設 １棟 １４４．１４㎡ １階建て 取得状況  

平成３年９月２３日 相続 仮登記 抵当権 無 位置 第１種農地 農用地 

区域外 宅地に接続 令和３年１２月２７日 農用地から除外 申請地は令和 

３年８月２５日、除外にあたり農業委員会へ意見照会があった内容となります。 

２０ページをご覧ください。場所は大字○○字○○地内の農地になります。 

次ページをご覧ください。左が公図、右が配置図になります。 

受人は隣町の借家に妻と子供２人で暮らしています。申請地は実家に近く、将来

的には農業後継者として両親の面倒を見ながら農地の保全をするため、住宅建設

を計画したとのことです。 

計画敷地は１種農地で転用面積は４４５㎡となりますが、１種の例外規定に集落

接続の一般住宅であれば許可要件に該当します。 

道路接続については、申請地西に５．４ｍの町道があり、道路から水道と集落排

水を接続するとのことです。 

建物は新築１棟１階建てで建築面積は１４４．１４㎡の予定です。 

１４ページにお戻りください。ご審議をお願いいたします。 

 

 

５条の番号３を審議いたします。農業委員５番より補足説明をお願いします。 

 

 

 先日現地を確認いたしました。特に問題はないと思います。ご審議をよろしく

お願いします。 

 

 

 次に、推進委員松久１番より、意見がありましたらお願いいたします。 

 

 

 現地を確認いたしました。特に問題ないと思います。ご審議お願いいたします。 

 

 

その他の推進委員の方で、意見はありましたら挙手をお願いいたします。意見

がないようですから、次に移ります。 

 

 

他に、農業委員の方から質問がありましたら挙手をお願いいたします。  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 質問がないようですから、採決したいと思います。５条の番号３について、許

可相当と思われる農業委員の方の挙手を求めます。 

 

 

 （農業委員全員挙手） 

 

 

 賛成全員につき、許可相当と決定します。 

 

 

 続きまして、５条の番号４について事務局より説明をお願いいたします。 

 

 

 受人 ○○市○△丁目△号 ○○○○○○○○△△△△ ○○ ○○ 渡人  

○○市○○△丁目△番△△号 ○○ ○○ 土地の所在 大字○○字○○△△ 

△△番△、△、△ △△△△番△ 畑 ４筆 １２１．２５㎡ 自己用住宅 権 

利内容 所有権 申請内容 職業 会社員 新設 １棟 ７４．５２㎡ ２階建 

て 取得状況 平成１７年２月２４日 相続 仮登記 抵当権 無 位置 第 

１種農地 農用地区域外 宅地から２０ｍ △△△△－△、△△△△－△合わせ 

て３２３．４８㎡。 

２２ページをご覧ください。場所は大字○○字○○地内の農地になります。 

次ページをご覧ください。左が公図、右が配置図になります。 

受人は隣町の借家に妻と２人で暮らしています。申請地は自然が多く、静かな土

地を探していたこと、また職場も近い（○○市）ため住宅建設を計画したとのこ

とです。計画敷地は１種農地で転用面積は１２１．２５㎡となりますが、１種の

例外規定に１種農地の割合が計画敷地全体の１/３以内であれば許可要件に該当

します。申請地は敷地全体で４４４．７３㎡、１/３の１４８．２４㎡以下とな

ることから要件には該当します。 

道路接続については、申請地南に３．４ｍ、西に５．０ｍの町道があり、西側道

路から水道と排水を接続するとのことです。 

建物は新築１棟２階建てで建築面積は７４．５２㎡の予定です。 

１４ページにお戻りください。ご審議をお願いいたします。 

 

 

５条の番号４を審議いたします。こちらについては私の担当地区なので補足説

明をします。 

 

 

 先日現地を確認いたしました。住宅建設には特に問題はないと思います。ご審



 

 

 

 

 

 

推進委員 

松久３番 

 

議 長 

 

 

 

推進委員 

松久１番 

 

 

議 長 

 

 

事務局 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議をよろしくお願いします。 

 

 

 次に、推進委員松久３番より、意見がありましたらお願いいたします。 

 

 

 現地を確認いたしました。特に問題ないと思います。ご審議お願いいたします。 

 

 

 その他の推進委員の方で、意見はありましたら挙手をお願いいたします。松久

１番。 

 

 

 先ほど、１種農地が計画敷地全体の１/３以内であればよいということですが、

１/３以上になると転用は許可できないのですか。 

 

 

 事務局より説明をお願いいたします。 

 

 

 農地法の１種の例外規定の中で、１/３以内であれば許可できるというとのこと

なので１/３以上だと許可できないと思われます。 

 

 

その他の推進委員の方で、意見はありましたら挙手をお願いいたします。意見

がないようですから、次に移ります。 

 

 

他に、農業委員の方から質問がありましたら挙手をお願いいたします。 

 

 

 質問がないようですから、採決したいと思います。５条の番号４について、許

可相当と思われる農業委員の方の挙手を求めます。 

 

 

 （農業委員全員挙手） 

 

 

 賛成全員につき、許可相当と決定します。 



 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

１１番委員 

 

 

 

議 長 

 

 

推進委員 

松久２番 

 

 

 

 

 続きまして、５条の番号５について事務局より説明をお願いいたします。 

 

 

 受人 ○○市○○△△番地△△ ○○○○○○○○△△△ ○○○○○ 渡 

人 ○○市○○○△丁目△番△号 ○○ ○○ 土地の所在 大字○○字○○○ 

△△△番△、△ 畑 ２筆 ４９７．３９㎡ 自己用住宅 権利内容 所有権  

申請内容 職業 会社員 新設 １棟 １３２．４９㎡ １階建て 取得状況  

令和２年３月１９日 相続 仮登記 抵当権 無 位置 第２種農地 農用 

地区域外 宅地に接続 

２４ページをご覧ください。場所は大字○○字○○○地内の農地になります。 

次ページをご覧ください。左が公図、右が配置図になります。 

受人は隣町の借家で同居人と暮らしています。勤務地が東京丸の内にあり東京

駅から近いため新幹線通勤を重点に静かな土地を探していたとのことです。 

なお、受人は中国籍ですが永住者として在留資格を得ているとのことです。 

申請地は敷地全体で４９７．３９㎡ですが、△△△番△は後退線で美里町に寄付

する予定とのことです。 

道路接続については、申請地西に５．４ｍの町道があり、西側道路から水道と

排水を接続するとのことです。 

建物は新築１棟１階建てで建築面積は１３２．４９㎡の予定です。 

１４ページにお戻りください。ご審議をお願いいたします。 

 

 

５条の番号５を審議いたします。農業委員１１番より補足説明をお願いしま

す。 

 

 

 先日現地を確認いたしました。特に問題はないと思います。ご審議をよろしく

お願いします。 

 

 

 次に、推進委員松久２番より、意見がありましたらお願いいたします。 

 

 

 現地を確認いたしました。周りは住宅地なので特に問題ないと思います。ご審

議お願いいたします。 

 

 



議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他の推進委員の方で、意見はありましたら挙手をお願いいたします。意見

がないようですから、次に移ります。 

 

 

他に、農業委員の方から質問がありましたら挙手をお願いいたします。  

 

 

 質問がないようですから、採決したいと思います。５条の番号５について、許

可相当と思われる農業委員の方の挙手を求めます。 

 

 

 （農業委員全員挙手） 

 

 

 賛成全員につき、許可相当と決定します。 

 

 

 続きまして、５条の番号６について事務局より説明をお願いいたします。 

 

 

 次ページをご覧ください。 

受人 大字○○△△△番地△ ○○○○○△△△ ○○ ○○ 渡人 大字○○ 

△△番地 ○○ ○○ 土地の所在 大字○○字○○○△△番△ 畑 １筆 ４ 

９５㎡ 自己用住宅及び倉庫 権利内容 所有権 申請内容 職業 会社員  

新設 住宅９２．７㎡ ２階建て 倉庫 ４６．３７㎡ 取得状況 平成２３年 

９月２２日 相続 仮登記 抵当権 無 位置 第２種農地 農用地区域外  

宅地から６ｍ。  

２６ページをご覧ください。場所は大字○○字○○地内の農地になります。 

次ページをご覧ください。左が公図、右が配置図になります。 

受人は町内の借家に妻と子供２人で暮らしています。職場は町内にあり、借家

で狭いため一軒屋の計画を立てたとのことです。趣味でレジャー用の車２台、軽

トラック１台、通勤用に妻と１台ずつの合計５台所有しており、倉庫に２台保管

するとのことです。 

道路接続については、申請地西に５．４ｍの町道があり、道路から水道と排水

を接続するとのことです。 

建物は２階建ての住宅９２．７０㎡と倉庫の予定です。 

１５ページにお戻りください。ご審議をお願いいたします。 

 

 



議 長 

 

 

６番委員 

 

 

議 長 

 

 

推進委員 

大沢２番 

 

 

議 長 

 

 

事務局 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局長 

 

５条の番号６を審議いたします。農業委員６番より補足説明をお願いします。 

 

 

 特に問題はないと思います。ご審議をよろしくお願いします。 

 

 

 次に、推進委員大沢２番より、意見がありましたらお願いいたします。 

 

 

 現地を確認いたしました。気になったところは倉庫が広く、先ほどの説明で車

２台を保管するとのことですが他にも何か使うのですか。 

 

 

 事務局より説明をお願いいします。 

 

 

 車２台の他に、農業に興味がある方みたいなので後にトラクター等を保管する

と聞いております。 

 

 

その他の推進委員の方で、意見はありましたら挙手をお願いいたします。意見

がないようですから、次に移ります。 

 

 

他に、農業委員の方から質問がありましたら挙手をお願いいたします。  

 

 

 質問がないようですから、採決したいと思います。５条の番号６について、許

可相当と思われる農業委員の方の挙手を求めます。 

 

 

 （農業委員全員挙手） 

 

 

 賛成全員につき、許可相当と決定します。 

 

 

５条の審議が終わりましたので事務局長より審議結果の確認をお願いします。 

 



 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 農地法第５条の番号１から番号６の案件につきましては許可相当と議決され

ました。 

 

 

第３号議案 農業振興地域整備計画の変更に係る意見について議題といたし

ます。事務局より説明をお願いします。 

 

 

２９ページをご覧ください。農業振興地域整備計画の変更に係る意見照会で

す。農振農用地（青地）は町が指定しています。そして、農用地から除外（白地）

するには農業委員会に意見照会することが定められています。 

これら４件については農用地から除外後に農地転用の申請書の提出があります。

皆様にはその時再度、農地法に沿った審議をいただくことになります。 

番号１ 事業計画者 ○○ ○○ 変更目的 一般住宅 大字○○字○○△△

△番地△ 地目 畑 農振除外面積 ４８０㎡ 農振除外の５要件はすべて満

たしているとの報告です。 

次ページをご覧ください。大字○○地内の農地になります。 

次ページをご覧ください。事業計画者は○○市の借家で夫と子供の３人家族で

暮らしているが、手狭で将来の事を考え住宅敷地を探していたとのことです。希

望する土地がみつけることができないなか、実家近くの母の古くからの知人より

土地を譲っていただけることになったとのことです。 

 

２９ページをご覧ください。番号２ 事業計画者 ○○ ○○ 変更目的 一

般住宅 大字○○字○○○△△△△番地△ 地目 畑 農振除外面積 ３３８

㎡ 農振除外の５要件はすべて満たしているとの報告です。 

３２ページをご覧ください。大字○○地内の農地になります。 

次ページをご覧ください。事業計画者は○○市にある実家に妻と子供２人、両

親で暮らしているが、いつかは住宅を持ちたいと条件に合う土地を探していたと

のことです。計画地は勤務地に近く、周辺に同世代の子供もいることから住環境

に適しており、仕事で利用するトラックが駐車できるスペースも確保できるとの

ことです。 

 

２９ページをご覧ください。番号３ 事業計画者 ○○ ○ 変更目的 住宅

敷地拡張 大字○○○字△△△番地の一部 地目 田 農振除外面積 １，１９

７㎡のうち７８㎡ 農振除外の５要件はすべて満たしているとの報告です。 

３４ページをご覧ください。大字○○○地内の農地になります。 

次ページをご覧ください。事業計画者は平成１０年に計画地となりに住宅を建築

しました。その後子供を大きくなり親世帯含めて車を４台保有しており、さらに



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

１台保有予定とのことで物置とカーポートを計画しているとのことです。 

 

２９ページをご覧ください。番号４ 事業計画者 ○○ ○○ 変更目的 庭

拡張、駐車場 大字○○字○○△△△番地△ 地目 畑 農振除外面積 １９３

㎡ 農振除外の５要件はすべて満たしているとの報告です。 

３６ページをご覧ください。大字○○地内の農地になります。 

次ページをご覧ください。事業計画者は計画地北に住んでいます。現在車を３

台保有しており、過去に車の部品が盗まれたことや、子供が生まれることから屋

根付きガレージの設置と子供の遊び場を計画しているとのことです。 

 

 

 農業振興地域整備計画の変更に係る意見について審議いたします。推進委員の

方で、意見はありましたら挙手をお願いいたします。 

 

 

推進委員の方で、意見はありましたら挙手をお願いいたします。意見がないよ

うですから、次に移ります。 

 

 

他に、農業委員の方から質問がありましたら挙手をお願いいたします。質問が

ないようですから、採決したいと思います。農業振興地域整備計画の変更に係る

意見について、意見なしとしてよいと思われる農業委員の方の挙手を求めます。 

 

 

 （農業委員全員挙手） 

 

 

 賛成全員につき、意見なしと決定します。 

 

 

第４号議案 農用地利用集積計画（案）による利用権の決定について議題とい

たします。事務局より説明をお願いします。 

 

 

 この度、町から農地中間管理事業 下児玉地区、関地区、古郡地区、広木・駒

衣地区、根木・阿那志地区、十条地区、小茂田地区、沼上地区における農用地利

用集積計画（案）が作成されました。 

 本議案にて、農用地利用集積計画の決定の可否を審議していただきます。 

 なお、集積計画が決定となった場合は、町が公告をすることにより、権利の移



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

動が生じることになります。 

 

 それでは、議案書３９ページの下児玉地区から順に説明させていただきます。 

 利用権の期間、種類 令和４年～令和１４年の１０年間・賃貸借、面積 田 

２，９３４㎡ 計 ２，９３４㎡、貸手２、借手１、筆数２、借賃 １反あたり

４，０００円。 

 次のページをご覧ください。こちらが下児玉地区の内訳となっております。 

 

 続いて、４１ページをご覧ください。関地区の概要表になります。 

 利用権の期間、種類 令和４年～令和１４年の１０年間・使用貸借、面積 畑 

３，３８３㎡ 計 ３，３８３㎡、貸手５、借手１、筆数５ 

 次のページをご覧ください。こちらが関地区の内訳となっております。 

 

続いて、４３ページをご覧ください。古郡地区の概要表になります。 

 利用権の期間、種類 令和４年～令和１４年の１０年間・賃貸借、面積 田 

１，０９７㎡ 畑 ３，２７４㎡ 計 ４，３７１㎡、貸手２、借手１、筆数３、

借賃 １反あたり３０００～４，０００円 

次のページをご覧ください。こちらが古郡地区の内訳となっております。 

 

続いて、４５ページをご覧ください。広木・駒衣地区の概要表になります。 

 利用権の期間、種類 令和４年～令和１４年の１０年間・賃貸借、面積 田 １

２，２７９㎡ 計 １２，２７９㎡、貸手２、借手１、筆数７、借賃 １反あた

り６，５００円 

 次のページをご覧ください。こちらが広木・駒衣地区の内訳となっております。 

 

続いて、４７ページをご覧ください。根木・阿那志地区の概要表になります。 

 利用権の期間、種類 令和４年～令和１４年の１０年間・賃貸借、面積 田 

１，４１５㎡ 計 １，４１５㎡、貸手１、借手１、筆数１、借賃 １反あたり

４，０００円 

次のページをご覧ください。こちらが根木・阿那志地区の内訳となっておりま

す。 

 

 続いて、４９ページをご覧ください。十条地区の概要表になります。 

 利用権の期間、種類 令和４年～令和１４年の１０年間・賃貸借、面積 田 

１，１００㎡ 計 １，１００㎡、貸手１、借手１、筆数１、借賃 １反あたり

４，０００円 

 次のページをご覧ください。こちらが十条地区の内訳となっております。 

 

 続いて、５１ページをご覧ください。小茂田地区の概要表になります。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 利用権の期間、種類 令和４年～令和１４年の１０年間・賃貸借、面積 田 

７，６３３㎡ 計 ７，６３３㎡、貸手２、借手１、筆数３、借賃 １反あたり

４，０００円 

 次のページをご覧ください。こちらが小茂田地区の内訳となっております。 

 

 続いて、５３ページをご覧ください。沼上地区の概要表になります。 

 利用権の期間、種類 令和４年～令和１４年の１０年間・賃貸借、面積 田 

８，４６９㎡ 計 ８，４６９㎡、貸手４、借手１、筆数６、借賃 １反あたり

４，０００円 

 次のページをご覧ください。こちらが沼上地区の内訳となっております。 

 

 以上、第４号議案になります。ご審議をお願いいたします。 

 

 

 農用地利用集積計画（案）による利用権の決定について審議いたします。推進

委員の方で意見がある方は挙手をお願いいします。 

 

 

 次に、農業委員の方で質問はありましたら挙手をお願いいします。質問がない

ようですから、採決したいと思います。農用地利用集積計画（案）による利用権

の決定について賛成と思われる農業委員の方の挙手を求めます。 

 

 

 （農業委員全員挙手） 

 

 

 賛成全員につき、決定とします。 

 

 

 第５号議案 農用地利用配分計画（案）意見について議題といたします。 

事務局より説明をお願いします。 

 

 

農用地利用配分計画（案）については、先ほど第４号議案で決定された、農地

所有者から農地中間管理機構（埼玉県農林公社）へ権利設定された農地を農地中

間管理機構（埼玉県農林公社）から耕作者へ配分、または既に中間管理機構が集

積した農地を再配分する計画の（案）になります。 

 本議案については、法律（農地中間管理事業の推進に関する法律：１９条）で

「必要があると認められるときは、農業委員会の意見を聴くものとする」と定め



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

られており、配分計画の案のとおり農地中間管理機構（埼玉県農林公社）から耕

作者へ配分してよいかの意見照会になります。 

 

 

５６ページをご覧ください。こちらは下児玉地区の配分計画案になります。こ

の配分計画案の見方ですが、左から賃借権の設定を受ける者（耕作者）の氏名、

住所が記載されております。その右に賃借権の設定を受ける土地の（地番等）の

情報、その隣に現在、中間管理機構から賃借権の設定を受けている者の情報が記

載されております。この欄が空欄の土地に関しては機構が初めて耕作者に配分す

る土地になります。その右に設定する権利の内容（期間や借賃等）が記載されて

おりますのでご確認いただければと思います。 

 

５７ページが関地区の配分計画（案）、５８ページが古郡地区の配分計画案、

５９ページ～６４ページは広木・駒衣地区の配分計画案、６５ページは根木・阿

那志地区の配分計画案、６６ページ、６７ページは十条地区の配分計画案、６８

ページは小茂田地区の配分計画案、６９ページ～７２ページは沼上地区の配分計

画案となっております。 

内容については、時間の関係で割愛させていただきます。ご了承ください。 

以上、第５号議案になります。ご審議をお願いいたします。 

 

推進委員の方で、意見はありましたら挙手をお願いいたします。意見がないよ

うですから、次に移ります。 

 

 

他に農業委員の方で質問はありますか。質問がないようですから、採決したい

と思います。農用地利用配分計画（案）意見について、意見なしとしてよいと思

われる農業委員の方の挙手を求めます。 

 

 

 （農業委員全員挙手） 

 

 

 賛成全員につき、意見なしと決定します。 

 

 

議案のすべてを審議いたしましたので、これで会議を閉じ議長の任を解かさせ

ていただきます。慎重審議ありがとうございました。閉会を会長代理にお願いい

たします。 

 



 

会長代理 

 

 

本日も意見がたくさん出て、よい会議になったと思います。次回もよろしくお

願いいたします。ありがとうございました。以上をもちまして、第４回の農業委

員会総会を終了します。 

 

 

 

上記会議の顛末を記載し、その相違ないことを証するためここに署名する。 

 

   令和４年４月２５日 

 

 

     議  長 

 

 

     署名委員 

 

 

署名委員 

 


